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１３年人勧

賃賃下下げげにに抗抗ししてて、、組組合合員員のの総総力力をを結結集集しし、、
今今期期賃賃金金確確定定闘闘争争にに勝勝利利ししよようう！！

３
月
団
交
で
要
求
書
提
出

わ
が
組
合
は
、
３
月
２１
日
に

区
長
会
と
第
１
回
団
体
交
渉
を

行
い
、『
２
０
１
３
年
度
現
業
賃

金
・
人
事
制
度
に
関
る
要
求

書
』
を
提
出
し
て
い
ま
す
。
６

課
題
３０
項
目
と
多
岐
に
亘
る
要

求
と
合
わ
せ
、
国
家
公
務
員
給

与
削
減
特
例
法
を
特
別
区
に
影

響
さ
せ
な
い
た
め
、
区
長
会
と

し
て
毅
然
と
し
た
対
応
を
す
る

こ
と
を
申
し
入
れ
ま
し
た
。

強
調
し
た
事
項
は
、
�
現
業

系
職
員
の
賃
金
水
準
の
改
善
、

�
保
障
額
表
か
ら
業
務
職
給
料

表
へ
の
切
替
に
係
る
課
題
の
解

決
、
と
り
わ
け
切
替
調
整
号
数

の
廃
止
、
�
一
時
金
（
勤
勉
手

当
）
で
扶
養
手
当
相
当
額
を
成

績
率
の
原
資
と
す
る
こ
と
に
伴

う
問
題
点
の
改
善
、
�
統
括
技

能
長
、
技
能
長
の
欠
員
状
況
へ

の
制
度
的
な

対
応
、
�
清

掃
職
場
の
実

態
を
踏
ま
え

た
高
齢
期
雇

用
制
度
の
確

立
等
で
す
。

わ
が
組
合

の
切
実
な
要

求
に
対
し
、

区
長
会
か
ら

は
、
景
気
の

低
迷
、
税
収

減
に
よ
る
財

政
の
危
機
的

な
状
況
を
理
由
に
、
具
体
的
な

改
善
に
向
け
た
考
え
は
示
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

人
事
院
勧
告

改
定
な
し

８
月
８
日
の
人
事
院
の
報
告

で
は
、
月
例
給
と
一
時
金
を
改

定
せ
ず
、
２
年
連
続
据
え
お
き

と
し
ま
し
た
。
２
０
０
６
年
か

ら
実
施
し
た
給
与
構
造
改
革
か

ら
８
年
経
過
し
、
情
勢
が
変
化

し
た
た
め
、「
給
与
制
度
の
総

合
的
見
直
し
等
」
を
報
告
し
ま

し
た
。
５０
歳
台
後
半
層
職
員
の

給
与
水
準
引
下
げ
を
前
提
と
し

た
給
与
カ
ー
ブ
の
見
直
し
を
主

張
し
て
い
ま
す
。
技
能
労
務
関

係
職
種
の
給
与
の
あ
り
方
で

は
、
民
間
の
技
能
労
務
職
員
の

給
与
水
準
を
考
慮
し
た
見
直
し

の
検
討
を
不
当
に
も
指
示
し
て

い
ま
す
。
国
の
動
き
が
区
長
会

に
与
え
る
影
響
に
も
注
目
し
つ

つ
、
今
次
賃
金
闘
争
闘
い
抜
か

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

現
行
制
度
基
本
に
雇
用
確
保

雇
用
と
年
金
の
接
続

９
月
６
日
に
は
、
第
２
回
団

体
交
渉
を
行
い
、
区
長
会
よ
り

高
齢
期
雇
用
問
題
（
雇
用
と
年

金
の
接
続
に
つ
い
て
）
に
関
す

る
基
本
的
考
え
方
が
示
さ
れ
ま

し
た
。
内
容
は
、
現
行
再
任
用

制
度
を
基
本
と
し
て
、
ほ
ぼ
例

外
な
く
希
望
者
全
員
を
採
用
す

る
と
い
う
雇
用
を
保
障
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
フ
ル
タ

イ
ム
再
任
用
を
基
本
と
し
て
、

個
別
の
事
情
を
踏
ま
え
て
短
時

間
勤
務
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
わ
が
組
合
は
、
賃
金
水
準

等
引
き
続
き
協
議
す
る
こ
と
を

前
提
に
、
当
面
の
対
応
と
し
て

合
意
し
ま
し
た
。
こ
の
統
一
交

渉
で
の
合
意
を
生
か
し
て
各
区

交
渉
を
進
め
ま
す
。

地
連
代
表
も
人
事
委
要
請

９
月
１３
日
に
は
、
各
地
連
の

代
表
者
も
参
加
を
し
、
特
別
区

人
事
委
員
会
に
対
し
、
勧
告
作

業
に
関
す
る
要
請
を
行
い
ま
し

た
。
東
京
清
掃
労
働
組
合
は
労

組
法
適
用
の
労
働
組
合
で
あ

り
、
給
与
改
定
は
労
使
交
渉
で

決
定
す
る
こ
と
が
基
本
で
す

が
、
勧
告
の
影
響
を
強
く
受
け

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
事
実
で

す
。
人
事
院
勧
告
に
追
随
す
る

こ
と
な
く
、
中
立
・
公
正
な
第

三
者
機
関
と
し
て
、
特
別
区
で

働
く
職
員
の
生
活
実
態
を
精
確

に
把
握
し
、
生
活
を
守
る
た
め

の
賃
金
水
準
の
確
保
を
適
切
・

適
正
に
判
断
す
る
べ
き
こ
と
を

強
く
求
め
て
き
ま
し
た
。

５
年
連
続

マ
イ
ナ
ス
勧
告

１０
月
９
日
、
特
別
区
人
事
委

員
会
は
、
２
０
１
３
年
職
員
の

給
与
に
関
す
る
勧
告
を
行
い
ま

し
た
。
勧
告
の
内
容
は
、
わ
が

組
合
の
要
請
を
受
け
入
れ
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
月
例
給

与
は
、
職
員
給
与
が
民
間
給
与

を
上
回
っ
て
い
る
と
し
て
、
公

民
較
差
△
５
８
８
円
（
△
０
・

１４
％
）
を
解
消
す
る
た
め
引
下

げ
改
定
。
特
別
給
（
期
末
手
当

・
勤
勉
手
当
）
は
、
民
間
の
特

別
給
（
賞
与
）
の
支
給
割
合
と

お
お
む
ね
均
衡
し
て
い
る
こ
と

か
ら
改
定
な
し
（
現
行
３
・
９５

月
）
と
し
て
い
ま
す
。

住
居
手
当
／
借
家
・
借
間
の
み

今
ま
で
の
住
居
手
当
制
度
を

廃
止
し
、
新
た
な
住
居
手
当
制

度
を
勧
告
し
ま
し
た
。
支
給
対

象
は
、
借
家
・
借
間
に
居
住
し
、

月
額
２
７
、
０
０
０
円
以
上
の

家
賃
を
負
担
す
る
世
帯
主
等
と

し
、
持
ち
家
の
職
員
は
除
外
さ

れ
ま
す
。
手
当
の
月
額
は
８
、

３
０
０
円
と
し
、
若
年
層
に
考

慮
し
、
年
度
末
年
齢
満
２７
歳
ま

で
の
者
に
は
１
８
、
７
０
０
円
、

満
２８
歳
か
ら
満
３２
歳
ま
で
の
者

に
は
９
、
３
０
０
円
を
、
そ
れ

ぞ
れ
加
算
し
ま
す
。
実
施
時
期

は
２
０
１
４
年
４
月
１
日
（
必

要
に
応
じ
て
経
過
措
置
を
実

施
）
と
し
ま
し
た
。

首
都
圏
で
生
活
す
る
職
員
の

厳
し
い
生
活
実
態
を
全
く
考
慮

し
て
い
な
い
マ
イ
ナ
ス
勧
告
で

す
。
勤
勉
手
当
成
績
率
の
適
正

な
運
用
を
促
し
、
持
ち
家
の
住

居
手
当
を
廃
止
し
、
借
家
・
借

間
の
世
帯
主
等
の
住
居
手
当
を

設
け
る
な
ど
、
こ
の
間
の
国
や

都
の
動
き
に
追
随
し
た
内
容
が

含
ま
れ
、
中
立
・
公
平
な
第
三

者
機
関
と
し
て
の
自
立
性
・
主

体
性
に
欠
け
る
も
の
で
す
。

２
０
１
３
確
定

全
力
で
闘
お
う

２
０
１
２
年
の
確
定
闘
争
で

は
、
５５
歳
以
上
の
職
員
の
切
替

調
整
号
数
を
事
実
上
廃
止
さ

せ
、
現
業
系
人
事
・
給
与
制
度

の
改
善
に
向
け
た
協
議
を
約
束

さ
せ
る
な
ど
一
定
の
前
進
を
勝

ち
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
期
確
定
闘
争
は
、
給
与
・
一

時
金
の
諸
要
求
は
も
と
よ
り
、

実
在
者
賃
金
調
査
に
基
づ
く
具

体
的
な
要
求
に
よ
っ
て
当
局
と

対
峙
し
、
保
障
額
表
か
ら
現
業

（
業
務
）
職
給
料
へ
の
切
替
で

生
ま
れ
た
課
題
の
解
決
や
、
定

年
後
も
安
心
し
て
生
活
で
き
る

給
与
水
準
と
労
働
条
件
の
確
保

な
ど
の
要
求
実
現
に
向
け
闘
い

を
展
開
し
ま
す
。

「
２
０
１
３
賃
金
確
定
闘
争

等
に
勝
利
す
る
た
め
の
秋
季
年

末
闘
争
方
針
」
、「
２
０
１
３
年

特
別
区
人
事
委
員
会
勧
告
後
の

要
求
」
を
、
１０
月
１７
日
に
開
く

第
１
回
中
央
委
員
会
で
確
認
し

ま
す
。
わ
が
組
合
の
要
求
を
区

長
会
に
突
き
付
け
る
団
体
交
渉

が
２４
日
に
予
定
さ
れ
、
そ
の
後

専
門
委
員
会
交
渉
を
中
心
と
し

た
具
体
的
な
闘
い
に
突
入
し
ま

す
。２２

日
に
は
闘
争
開
始
宣
言
と

し
て
第
一
波
総
決
起
集
会
を
連

合
会
館
で
行
い
、
翌
週
以
降
に

は
各
地
連
に
よ
る
第
二
波
の
集

会
と
要
請
行
動
を
準
備
し
て
い

ま
す
。
各
区
に
お
け
る
区
長
要

請
や
署
名
の
取
り
組
み
も
行
い

ま
す
。
こ
う
し
た
大
衆
行
動
を

背
景
に
、
中
央
執
行
委
員
会
は

全
力
で
交
渉
に
臨
み
ま
す
。
全

組
合
員
の
総
力
を
結
集
し
、

２
０
１
３
賃
金
確
定
闘
争
勝
利

に
向
け
闘
い
ま
し
ょ
う
！

特
別
区
人
事
委
員
会
は
、
１０
月
９
日
、
特
別
区
区
長
会
と
議
長
会
に
対
し
て
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
勧
告
を
行
い
ま
し
た
。

月
例
給
与
は
、
職
員
給
与
が
民
間
給
与
を
上
回
っ
て
い
る
と
し
て
、
公
民
較
差
△
５
８
８
円
（
△
０
・
１４
％
）
を
解
消
す
る

た
め
引
下
げ
改
定
。
特
別
給
（
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
）
は
、
民
間
の
特
別
給
（
賞
与
）
の
支
給
割
合
と
お
お
む
ね
均
衡
し
て

い
る
こ
と
か
ら
改
定
な
し
（
現
行
３
・
９５
月
）
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
今
ま
で
の
持
ち
家
の
世
帯
主
等
に
も
支
給
さ
れ
て

い
た
住
居
手
当
制
度
を
廃
止
し
、
借
家
・
借
間
の
世
帯
主
等
に
限
る
新
た
な
住
居
手
当
制
度
を
設
け
る
よ
う
勧
告
し
ま
し
た
。

８
月
８
日
の
人
事
院
の
報
告
で
は
、
月
例
給
と
一
時
金
を
改
定
せ
ず
、
２
年
連
続
据
え
置
き
と
し
、「
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直

し
等
」
を
報
告
し
ま
し
た
。
５０
歳
台
後
半
層
職
員
の
給
与
水
準
引
下
げ
を
前
提
と
し
た
給
与
カ
ー
ブ
の
見
直
し
を
主
張
し
て
い
ま

す
。
技
能
労
務
関
係
職
種
の
給
与
で
は
、
民
間
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
水
準
を
考
慮
し
た
見
直
し
の
検
討
を
不
当
に
も
指
示

し
て
い
ま
す
。
国
の
動
き
が
区
長
会
に
与
え
る
影
響
に
も
注
目
し
つ
つ
、
今
次
賃
金
闘
争
を
闘
い
抜
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

月
例
給
の
５
年
連
続
引
下
げ
を
は
じ
め
と
し
た
極
め
て
厳
し
い
勧
告
が
さ
れ
ま
し
た
。
現
業
系
職
員
の
賃
金
は
あ
く
ま
で
も

労
使
交
渉
で
決
定
し
て
い
く
も
の
で
す
が
、
勧
告
の
影
響
を
大
き
く
受
け
る
の
も
事
実
で
す
。
不
当
な
賃
金
削
減
攻
撃
を
跳
ね

返
し
、
ま
た
、
人
事
制
度
の
改
善
、
安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
高
齢
期
雇
用
制
度
の
確
立
と
納
得
で
き
る
賃
金
水
準
を
求
め
、

今
期
確
定
闘
争
を
組
合
員
の
総
力
で
闘
い
ま
し
ょ
う
。

▲２０１２年賃金確定闘争 １１．１９ 第三波総決起集会 編 集 責 任
教 宣 部 長
野� 優三

▲２０１２年賃金確定闘争 １１．１６ 区長会総会要請

１３
年
人
勧
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２０１３年 特別区人事委員会勧告に対する声明

１０月９日、特別区人事委員会は、各区長と各区議会議長に対して「職員の給与に関する報告及び勧告」を行っ

た。月例給に関わる勧告は、公民較差が率にして０．１４％、金額で５８８円 職員給与が民間給与を上回っており、

これを解消するための引下げ改定というものである。また、特別給（期末手当・勤勉手当）については、民間の

特別給（賞与）とおおむね均衡しており改定なしとした。また、新たな住居手当制度として、支給対象を「借家

・借間に居住し、一定額以上の家賃を負担する世帯主」とし、持ち家に居住する職員の住居手当については廃止

とした。

月例給は、５年連続の引下げ勧告である。日本一生計費の高い首都圏で暮らす特別区職員の生活実態を考慮し

ていないばかりか、職員の利益保護という第三者機関としての役割を放棄した自主性・主体性に欠ける勧告と言

わざるを得ない。労働団体の本年春闘妥結結果の集計によると、若干ながらも前年を上回る回答が引き出されて

いるという報告がされている。本年の特別区人事委員会勧告は、民間企業の春闘結果を精確に反映したものでは

ない。また、住居手当は、大都市における特殊事情や住宅事情を考慮して、住居費の一部を補うために支給され

る生活給的手当であるが、首都圏に居住する特別区職員の住宅事情が改善されたわけではない。多くの自治体で

住宅手当の見直しが実施されているが、特別区長会は首都圏で暮らす特別区職員の生活実態を踏まえた慎重な検

討こそ行うべきで、拙速な見直しは認められるものではない。

勧告では再任用職員の給与について、「雇用と年金の接続に係る国の検討状況や民間の動向を引き続き注視」と

し、具体的な給与水準について先送りした。公的年金支給開始年齢の引上げは、今年度退職者から開始されてい

る。高齢期の雇用問題は“雇用と年金”を確実に接続することで職員の生活を保障することが本来の趣旨である。

現行の再任用賃金水準は、一部年金が支給されることが前提となっている以上、現行を上回る賃金水準としなけ

れば無年金期間の生活保障とはならない。本年の勧告は、職員の利益保護という第三者機関としての責任をも放

棄したものである。

２０２０年のオリンピックが東京で開催されることが決定した。公務・公共サービスとしての質の高い特別区の清

掃事業を内外に示す好機と認識し、関係者全てが一丸となって努力しなければならない。未曾有の被害をもたら

した東日本大震災は、公共サービスの質の維持のために自治体が果たすべき責任を問い直した。また、車付雇上

に代表される非正規労働者の活用の拡大は、特別区の清掃事業の質を危うくしている。公共サービスとしての清

掃事業の質の低下は、最終的にサービスを受けている住民に被害を及ぼすことになる。

住民要望に応えようと日夜奮闘を続ける職員が、自信と誇りを持って職務にまい進できる賃金水準・人事制度

の確立は、喫緊の課題である。首都・東京に働く清掃労働者の権利の確立、わが組合の要求実現をめざして、２０１３

賃金確定闘争を特区連や都労連との強固な共闘関係と全組合員の団結を基礎に、組織の総力を挙げて闘い抜く決

意を表明する。

２０１３年１０月９日

東京清掃労働組合

▲２０１２年賃金確定闘争 １０．１２ 第一波総決起集会▲２０１２年確定闘争 １１．１９ 第三波総決起集会

第9 6 8号（２）せ い そ う 労 働 者せ い そ う 労 働 者2 0 1 3年1 0月1 1日



第9 6 8号せ い そ う 労 働 者（３）2 0 1 3年1 0月1 1日



第9 6 8号（４）せ い そ う 労 働 者せ い そ う 労 働 者2 0 1 3年1 0月1 1日


